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２）大規模氾濫に関する減災対策協議会
について



○ 大規模氾濫によって多数の逃げ遅れが生じたH27関東・東北豪雨では、的確な避難勧告の発令や
広域避難体制の整備の必要といった課題が明らかとなった。このような課題に対応するため、多様な
関係者が連携して洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推
進するため「大規模氾濫減災協議会」制度が創設された。

○ 大規模氾濫減災協議会の構成員がそれぞれ連携して、地域の実情に応じた概ね５ヵ年で実施する
取組内容をとりまとめ、関係者で共有している。

○ 毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」に基づく取組の実施状況等を確認・共有し、
必要に応じて取組内容を見直すなど、取組内容の点検・改善を行い、防災・減災の取組を継続的に推
進する。

○ 筑後川流域・矢部川流域では、水防災意識社会の実現に向け、令和２年度を目標として、円滑かつ
迅速な避難・被害軽減のための取り組み等について「５ヵ年計画」として取りまとめ着実に推進してき
た。現在は、令和８年～令和１２年の「第３次 ５ヵ年計画」を実施中である。
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⽔防法 河川法
⽔防災意識社会の再構築 （⼤規模氾濫減災協議会 国管理河川129協議会）

第１次５ヵ年計画 H28〜R2

避難・⽔防対策 危機管理型ハード対策等
地域の取組⽅針

避難計画、防災教育、⽔位情報の強化、⽔防体制の充実など R2概ね完了

第２次５ヵ年計画 R3〜R7、 第３次５ヵ年計画 R8〜R12 1
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